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雇用労務責任者の選任

就業規則の多言語化

苦情相談体制の整備

一時帰国休暇制度の整備

社内マニュアル等の多言語化

80上限 万円

人材確保等支援助成金
外国人労働者就労環境整備

助成コース

１措置導入ごとに20万円

監理団体の皆様、まずはお気軽にご相談ください！
外国人材を雇用していれば、貴団体でもご活用できます（但し、上限60万円）

お問い合わせ先 ＰＲ社労士・行政書士事務所
大阪府堺市南区若松台1丁1番1-1319号

特定社会保険労務士
申請取次行政書士 式森 憲一郎

shikimori@prorelations.jp
０９０-４０６４-４５３５

ウェブサイト：https://prorelations.jp/
営業時間：平日９時～１８時

専門家による詳細な説明
助成金制度の内容から申請のコツまで、分かりやすくご説明。

計画作成から実行まで支援
就労環境整備計画の策定、各種措置の導入サポート
確実な申請手続き
煩雑な申請書類の作成・提出を代行し、円滑な助成金受給を支援

監理団体様



人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）

導入・実施した就労環境整備措置1つにつき20万円が支給されます。上限は80万円です。

１．計画内容及び助成額（導入する就労環境整備措置）

必須メニュー
外国人労働者の職場定着に関する管理業務を担当する責任者を選任、
周知し、すべての外国人労働者に１回以上の面談を行います。雇用労務責任者の選任

就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書などの就業規則
等を多言語化します。対象となる外国人労働者が使用する言語また
は平易な（易しい）日本語に多言語化する必要があります。

就業規則等の多言語化

選択メニュー (①～③のうちいずれか1つ以上)
外国人労働者の苦情や相談に応じるための体制（相談窓口の設置等
を就業規則に明記）を整備し、担当者を選任します。
※特定技能外国人を雇用する事業所や監理団体は法律上の義務であ
るため、当メニューは対象外です。
※就業規則以外（雇用契約書等）を多言語化した場合は選択不可。

①苦情・相談体制の
整備

外国人労働者が一時帰国を希望する場合に必要な有給休暇を取得で
きる制度（年間 回以上、連続 日以上の有給休暇を取得）を整備し
ます。労働基準法第 条に定める年次有給休暇とは別に定めます。
※計画期間中に実際に当制度を使用することが必要です。
※就業規則以外（雇用契約書等）を多言語化した場合は選択不可。

②一時帰国のため
の休暇制度の整備

社内マニュアル、標識類などを多言語化します。対象となる外国人
労働者が使用する言語または平易な（易しい）日本語に多言語化す
る必要があります。

③社内マニュアル
・標識類等の多言語化

助成額

・ 算定期間中の外国人労働者離職率を15%以下とする目標を達成する必要があります。算定
期間は就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して6ヶ月間です。ただし、雇用労務責
任者講習を受講した場合は、実施日前6ヶ月間となります。

２．助成金申請にあたっての注意事項（抜粋）

３．報酬に関する事項

・ 支給予定額が８０万円の場合：申請料１２万円（税込）+翻訳料（実費：約５万円～）
・ 支給予定額が６０万円の場合：申請料１０万円（税込）+翻訳料（実費：約５万円～）
※ 翻訳料は納品時にお支払いいただき、申請料は支給決定後に請求します。
※ 平易な日本語化する場合は翻訳料は不要ですが、申請料のうち5万円を納品時に請求します。
※ 就業規則の新規作成は１０万円（税込）いただきます。

報酬額について

翻訳料について
・ 翻訳者は事業所様でご用意ください。弊所から実費でお支払いします。

就業規則や雇用契約書等の訂正等について
・ 法令違反や不合理な内容、最新の法令に沿わない場合等、労働局から就業規則や契約書類
の訂正が指示されます。その際は、訂正実費をいただきます（軽微な場合は不要です）。


